


伊予市長　　 　様

伊予市水道事業会計決算審査意見について

　地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された令和４年度

伊予市水道事業会計決算について審査したので、その結果について次のとお

り意見を提出します。

伊予市監査委員　森　本　　　明

伊予市監査委員　谷　本　勝　俊

伊予市監査委員報告第５号

令 和 5 年 8 月 25 日

武　智　邦　典





令和４年度伊予市水道事業会計決算

令和５年５月３１日から令和５年６月２８日まで

態を適正に表示しているものと認められた。

審査の結果

の発揮及び公共の福祉の増進に努めているか否かを総合的に検討し審査した。

　審査に付された決算報告書・財務諸表・決算附属書類は、地方公営企業法その他関係法

令に準拠して作成されており、かつ決算の計数は正確で、水道事業の経営成績及び財政状

の経営内容を把握するため経営成績及び財政状態の分析により、経営の本旨とする経済性

水道事業会計決算審査意見書

審査の対象

審査の期間

審査の方法

　決算審査に当たっては、提出された決算報告書・財務諸表・決算附属書類が適正に表示

され、かつ正確に記録されているか否かについて証拠書類等と照合するとともに、本事業
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　表中の有収水量とは、水源から送られた水量のうち、料金対象となって使用された水量のことで、              
有収率はその度合いをいう。              
　近年の夏季の気温は高温を記録しており、令和４年度においても非常に高温であったが、節水家
電製品の普及や節水意識の高揚により上水道事業の年間配水量は、前年度に比べ 39, 798 ㎥（1.0％）
減となり、年間総有収水量は、2, 987 ㎥（0.1％）減となった。              
　簡易水道事業の年間配水量は、前年度に比べ 1, 285 ㎥（0.5％）増となり、年間総有収水量は、
3,887 ㎥（1.8％）減となった。              
　上水道事業の有収率は、88.2％で前年より 0.8 ポイント増加している。              
　簡易水道事業の有収率は、85.9％で前年より 2.1 ポイント減少している。              

水道事業について、令和４年度までの５か年間の給配水の状況は、上記のとおりである。
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　上水道事業の過去 5か年の供給単価及び給水原価は、上記のとおりである。         
①　供給単価について
　　給水収益は、531, 370 千円で、前年度に比べ 58, 971 千円（10.0％）減少している。その主な理
　由は、新型コロナウィルス感染症対策により水道料金を一部免除したためである。         
　　なお、供給単価は㎥当たり 152.45 円で、前年度より 16.78 円減少している。        
②　給水原価について        
　　給水に要する費用は、545, 944 千円で、前年度より 14, 458 千円（2.7％）増加している。その
　主な理由は、物価高騰により電力費が増加したためである。         
　　なお、給水原価は㎥当たり 156.64 円となり、前年度より 4.28 円増加している。        
　　以上の結果、㎥当たりの差損は 4.19 円となっている。        

　簡易水道事業の過去 3か年の供給単価及び給水原価は、上記のとおりである。        
①　供給単価について       
　　給水収益は、29, 793 千円で、前年度に比べ 5, 240 千円（15.0％）減少している。その主な理由
　は、新型コロナウィルス感染症対策臨時交付金を活用し、水道料金を一部免除したためである。        
　　なお、供給単価は㎥当たり 143.74 円で、前年度より 22.17 円減少している。        
②　給水原価について       
　　給水に要する費用は、84,698 千円で、前年度より 1,045 千円（1.2％）増加している。       
　　なお、給水原価は㎥当たり 408.64 円となり、前年度より 12.47 円増加している。       
　　以上の結果、㎥当たりの差損は 264.90 円となっている。             
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　上水道事業収益的収入は、予算現額 754,539,000 円に対し、決算額 756,417,274 円、収入率 100.2％で
ある。その主なものは、営業収益 585,645,590 円（構成比 77.4％）である。       
　簡易水道事業収益的収入は、予算現額 113,552,000 円に対し、決算額 112,781,543 円、収入率 99.3％で
ある。その主なものは、営業外収益 79,993,873 円（構成比 70.9％）である。       
　上水道事業収益的支出は、予算現額 701,384,000 円に対し、決算額 647,704,293 円、執行率 92.3％であ
る。その主なものは、営業費用 573,353,731 円（構成比 88.5％）である。       
　簡易水道事業収益的支出は、予算現額 113,552,000 円に対し、決算額 108,862,517 円、執行率 95.9％で
ある。 その主なものは、営業費用 103,364,210 円（構成比 95.0％）である。                            



　上水道事業資本的収入は、予算現額 310, 084, 000 円に対し、決算額 293, 616, 052 円、収入率
94.7％である。       
　簡易水道事業資本的収入は、予算現額 14, 950, 000 円に対し、決算額 15, 025, 600 円、収入率
100.5％である。       
　上水道事業資本的支出は、予算現額 715, 352,000 円に対し、決算額 646, 734, 791 円、執行率
90.4％となっているが、建設改良費の翌年度繰越額 11,810,000 円を除いた不用額は 56,807,209
円で、執行率は 92.1％である。       
　簡易水道事業資本的支出は、予算現額 46,942,000 円に対し、決算額 45,191,458 円、執行率
96.3％となっている。       
　収支の決算で資本的収支において不足する額 383,284,597 円は、当年度分消費税及び地方消
費税資本的収支調整額 20,492,849 円及び過年度分損益勘定留保資金 276,702,514 円、並びに当
年度損益勘定留保資金 86,089,234 円で補てんされている。                                 
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増 減 額 比 率

円 円 円 ％

１ 8,764,415,078 8,825,673,243 △ 61,258,165 △ 0.69

(１) 有 形 固 定 資 産 8,764,415,078 8,825,673,243 △ 61,258,165 △ 0.69

 土 地 335,099,755 335,099,755 0 0.00

建 物 397,789,417 412,116,957 △ 14,327,540 △ 3.48

構 築 物 7,351,406,478 7,364,298,706 △ 12,892,228 △ 0.18

機 械 及 び 装 置 618,606,224 645,809,699 △ 27,203,475 △ 4.21

車 輌 及 び 運 搬 具 1,826,474 1,018,713 807,761 79.29

工 具 器 具 及 び 備 品 2,634,913 2,962,511 △ 327,598 △ 11.06

建 設 仮 勘 定 57,051,817 64,366,902 △ 7,315,085 △ 11.36

２ 889,999,439 902,185,887 △ 12,186,448 △ 1.35

現 金 預 金 678,427,407 706,872,403 △ 28,444,996 △ 4.02

未 収 金 206,325,186 190,560,112 15,765,074 8.27

貸倒引当金（未収金） △ 681,531 △ 730,370 48,839 △ 6.69

貯 蔵 品 5,928,377 5,483,742 444,635 8.11

前 払 金 0 0 0 -

9,654,414,517 9,727,859,130 △ 73,444,613 △ 0.75

対 前 年 度
科 目 令 和 ３ 年 度

３　財政状況について

貸　　　借　　　対　　　照　　　表

流 動 資 産

資 産 合 計

固 定 資 産

（ 資 産 の 部 ）

令 和 ４ 年 度
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増 減 額 比 率

円 円 円 ％

３ 2,906,982,243 3,138,436,893 △ 231,454,650 △ 7.37

(１) 企 業 債 2,815,788,343 3,059,709,293 △ 243,920,950 △ 7.97

(２) 引 当 金 90,993,900 78,527,600 12,466,300 15.88

(3) そ の 他 固 定 負 債 200,000 200,000 0 0.00

４ 409,655,655 433,912,887 △ 24,257,232 △ 5.59

(１) 企 業 債 365,420,950 378,255,182 △ 12,834,232 △ 3.39

(２) 未 払 金 34,220,055 45,395,735 △ 11,175,680 △ 24.62

(３) 引 当 金 7,627,000 7,663,000 △ 36,000 △ 0.47

(4) そ の 他 流 動 負 債 2,387,650 2,598,970 △ 211,320 △ 8.13

５ 3,012,525,073 3,022,673,348 △ 10,148,275 △ 0.34

(１) 長 期 前 受 金 4,115,192,072 4,036,346,017 78,846,055 1.95

(２) 長期前受金収益化累計額 △ 1,102,666,999 △ 1,013,672,669 △ 88,994,330 8.78

6,329,162,971 6,595,023,128 △ 265,860,157 △ 4.03

６ 2,428,103,078 2,327,692,086 100,410,992 4.31

(１) 資 本 金 2,428,103,078 2,327,692,086 100,410,992 4.31

７ 897,148,468 805,143,916 92,004,552 11.43

(１) 資 本 剰 余 金 293,019,210 292,952,210 67,000 0.02

国 県 補 助 金 0 0 0 -

受 贈 財 産 評 価 額 252,188,163 252,121,163 67,000 0.03

寄 附 金 1,097,629 1,097,629 0 0.00

工 事 負 担 金 39,733,418 39,733,418 0 0.00

(２) 利 益 剰 余 金 604,129,258 512,191,706 91,937,552 17.95

減 債 積 立 金 364,284,000 294,284,000 70,000,000 23.79

当年度未処分利益剰余金 239,845,258 217,907,706 21,937,552 10.07

3,325,251,546 3,132,836,002 192,415,544 6.14

9,654,414,517 9,727,859,130 △ 73,444,613 △ 0.75

剰 余 金

負 債 資 本 合 計

資 本 合 計

負 債 合 計

( 資 本 の 部 ）

繰 延 収 益

資 本 金

対 前 年 度

流 動 負 債

令 和 ４ 年 度 令 和 ３ 年 度

（ 負 債 の 部 ）

科 目

固 定 負 債
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⑴　財　政　の　概　況

　令和４年度の財政状況は、貸借対照表に表示のとおりである。
    
　１　固定資産は、総額8,764,415,078円で、前年度より61,258,165円（0.69％）減少している。    
　　当年度の固定資産は、有形固定資産のみである。   
　　・建物の減少分14,327,540円は、その減価償却額の増減差額によるものである。   
　　・構築物の減少分12,892,228円は、当年度の配水管布設替等による増減差額（262,828,688
　　　円）とその減価償却額の増減差額（275,720,916円）によるものである。   
　　・機械及び装置の減少分27,203,475円は、施設の機器更新及び水道メーター類等の増減
　　　差額（2,608,480円）とその減価償却額の増減差額（29,811,955円）によるものである。   
    
　２　流動資産は、総額889,999,439円で、前年度より12,186,448円（1.35％）減少している。    
　　　主な内容は、現金預金678,427,407円で、前年度より28,444,996円（4.02％）減少、次
　　に未収金206,325,186円で、前年度より15,765,074円（8.27％）増加している。    
　　　28,444,996円（4.02%）減少している。    
　　・未収金206,325,186円の内訳は    
  上水道料金（過年度分）　　　　　　　　12,643,250 円
  上水道料金（現年度分）　　　　　　　　19,163,470 円
  設計審査、竣工検査手数料（４件）　　　　　12,000 円
  営業外未収金（水道事業会計補助金等） 　4,094,719 円
  その他未収金（一般会計出資金等）　　　100,662,192 円
  附帯事業未収金 　　　　　　　　　　1,088,725 円
  上水道事業未収金合計 　　　　　　137,664,356 円
    
  簡易水道料金（過年度分） 　　　　　　　　459,840 円
  簡易水道料金（現年度分）  　　　　　671,990 円
  営業外未収金（水道事業会計補助金）　　52,653,000 円
  その他未収金（一般会計出資金）　　　　14,876,000 円
  簡易水道事業未収金合計　　　　　　　　68,660,830 円
    
　　　資産合計は、9,654,414,517円となり、前年度より73,444,613円（0.75％）減少している。    
    
　３　固定負債は、総額2,096,982,243円で、前年度より231,454,650円（7.37％）減少している。 
　　主なものは企業債2,815,788,343円で、1年以内に返済期限が到来するものを除いた債務
　　である。    
    
　４　流動負債は、総額409,655,655円で、前年度より24,257,232円（5.59％）減少している。    
　　主なものは企業債365,420,950円で、1年以内に返済期限が到来する債務である。    

－ ８ －
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　・未払金34,220,055円その内訳は

電話料金３月分（森水源地外3件） 13,093 円
配水池電話料金３月分 17,779 円
（上水修）第20号　森浄水場計装機器取替修繕工事代金 8,000,000 円
コンビニ収納サービス接続基本料（２月分） 2,750 円
令和4年度設計積算システム保守点検業務（水道）委託料（３月分） 55,000 円
（上水）第23号　市道稲荷下三谷線路面復旧工事代金 88,000 円
（上水）第22号　市道塩屋唐崎線路面復旧工事代金 1,210,000 円
上水道修繕代金 199,870 円
令和4年度水道会計システム賃借料（令和５年３月分） 52,800 円
令和４年度水道関連システムソフトウェア保守委託料 396,000 円
上水道修繕代金 14,850 円
上水道修繕代金 22,660 円
伊予市上水道（本郷地区）施設管理業務委託料 99,000 円
ハンディターミナル（双海地区（上水統合分））機器保守業務委託料 87,120 円
3月分コピー料金 15,928 円
低食塩次亜塩素酸ナトリウム購入代金（第８回） 285,692 円
ポリ塩化アルミニウム購入代金（第３回） 95,546 円
督促状印刷代金 100,980 円
３月分職員手当（時間外手当） 11,288 円
３月分ガソリン代（３/１） 3,069 円
３月分ガソリン代（３/２） 4,433 円
３月分ガソリン代（３/20） 3,410 円
３月分ガソリン代（３/28） 3,580 円
３月分後納郵便料金 140,777 円
ゆうちょ銀行口座振込分（３月分） 8,250 円
コンビニ収納事務手数料（３月分） 60,464 円
３月分ガソリン代金（３/23） 5,115 円
３月分ガソリン代金（３/３．３/22） 9,206 円
３月分社会保険料 14,265 円
口座振替手数料（令和４年10月～令和５年３月分） 200,799 円
上水道修繕代金 450,230 円
上水道修繕代金 287,430 円
令和４年度電算業務運用支援料 2,112,000 円
コンビニ収納サービス接続基本料（３月分） 2,750 円
公金取扱事務における収納処理業務委託料（2022年10月1日～2023年3月31日分） 521,737 円
（上水）第21号　市道南西原馬塚線配水管布設替工事代金 7,156,000 円

未払消費税 2,806,300 円

上水道事業未払金合計 24,558,171 円

　〔上水道事業未払金〕
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4,015,000 円
87,120 円
72,864 円
5,608 円
4,603 円
21,545 円
1,440 円
1,848 円
370,300 円
617,100 円
12,326 円
4,130 円
825,000 円

3,623,000 円
9,661,884 円

　　〔簡易水道事業未払金〕

　ハンディターミナル（簡易水道分）機器保守業務委託料
　令和４年度水道会計システムライセンス追加賃借料
　３月分職員手当（時間外手当）
　３月分ガソリン代（３/９）

　５　繰延収益は、総額3,012,525,073円となり、前年度より10,148,275円（0.34％）減少している。

　　　負債合計は、6,329,162,971円となり、前年度より265,860,157円（4.03％）減少している。

　６　資本金は、総額2,428,103,078円となり、前年度より1,410,992円（4.31％）増加している。

　７　剰余金は、総額897,148,468円となり、前年度より92,004,552円（11.43％）増加している。

　　　・資本剰余金は、受贈財産評価額増額分67,000円により、総額293,019,210円となり、

　　　　67,000円（0.02％）増加となっている。

　　　・利益剰余金は、減債積立金が70,000,000円（23.79％）、当年度未処分利益剰余金が

　　　　21,937,552円（10.07％）増加となっている。

　資本合計は、3,325,251,546円となり、前年度より192,415,544円（6.14％）増加している。

　負債及び資本の合計は、9,654,414,517円（前年度より73,444,613円、0.75％減少）となり、資

産合計と合致している。　

　（簡水修）第３号　豊岡浄水場膜ろ過装置エア動作弁修繕工事代金

　口座振替手数料（令和４年１０月～令和５年３月分）

　簡易水道事業未払金合計

　３月分後納郵便料金
　ゆうちょ銀行口座振込分（３月分）
　コンビニ収納事務手数料（３月分）
　村中地区簡易水道施設管理業務委託料
　永木地区簡易水道施設管理業務委託料

　（簡水）第２号　市道泉町山手線配水管布設替工事代金

　公金取扱事務における収納処理業務委託料
　（簡水）第５号　市道永木カンヤ線送水管布設替工事代金
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営業収益 （562,316,964 円）

営業費用 （657,587,757 円）

営業収益 （562,316,964 円）＋ 営業外収益 （246,360,007 円）

営業費用 （657,587,757 円）＋ 営業外費用 （ 62,049,075 円）

総収益 （812,682,017 円）

総費用 （720,744,465 円）

　　　※　標準比率は、100以上であること。

 × 100　＝ 112.8 （前年度　111.3）

（２） 経 営 分 析

85.5 （前年度　97.5） × 100　＝

　　イ　経常収支比率

×100＝ （前年度　111.0）112.4

　　　※　経常的な収益と費用との度合いを示すもので、その比率は100を超え大きいほど良好とされている。

　　　※　営業活動の効率の度合いを示すもので、その比率は100を超え大きいほど良好とされている。

　　ウ　総収支比率

（1） 経 営 の 概 況

　　令和４年度の経営状況は、損益計算書の表示のとおりである。             

　　１　営業収益は、総額562,316,964円で、前年度より64,215,046円（10.25％）減少している。その主なも

　　　のは、給水収益561,162,964円で、前年度より64,211,046円(10.26％)減少している。             

　　２　営業費用は、総額657,587,757円で、前年度より15,086,352円（2.35％）増加している。このうち主

　　　なものは、減価償却費342,466,732円で、前年度より769,149円（0.22％）減少、次に原水及び浄水費

　　　152,185,849円で、前年度より19,841,620円（14.99％）増加している。             

　　　・営業利益は、95,270,793円の損失となっており、前年度より79,301,398円（496.58％）減少している。

　　　　その主な理由は、新型コロナウィルス感染症対策として、水道料金減額事業を実施したことによる。             

　　３　営業外収益は、総額246,360,007円で、前年度より90,555,402円（58.12％）増加している。             

　　４　営業外費用は、総額62,049,075円で、前年度より53,798円（0.09％）増加している。             

　　　・　経常利益（営業利益から営業外収支差額を差引いた額）は、89,040,139円となり、前年度より

　　　　11,200, 206円（14.39％）増加している。             

　　　・　その結果、経常利益89,040,139円に附帯事業収支差額3,032,840円を加え、特別利益と特別損失の

　　　　　差額135,427円を差し引いた当年度純利益は91,937,552円となり、前年度より11,938,757円、（14.92

　　　　　％）増加となる。             

　　　・　当年度純利益に前年度繰越利益剰余金147,907,706円を加えた当年度未処分利益剰余金は、

　　　　　239, 845,258円となり、前年度より21,937,552円（10.07％）増加している。なお、この処分につい

　　　　　ては、翌年度繰越利益剰余金として、繰越される予定である。             

　　　　　

　　ア　営業収支比率



５　む　す　び

　以上、令和４年度水道事業会計の決算審査を行った結果の概要である。

　当年度事業の所感は次のとおりである。

　主な工事は、水道施設耐震化事業で実施している八倉系配水管布設替工事（第１工区）等で、その労を

多とするところである。

　上水道事業の有収率は88.2％で、前年度と比較すると、0.8ポイントの増加である。簡易水道事業の有収

収率は85.9％で、前年度と比較すると、2.1ポイントの減少である。

　給水収益及び費用では、上水道事業１㎥当たりの供給単価（152.45円）と給水原価（156.64円）の差損が

4.19円（前年度は差益16.87円）、簡易水道事業１㎥当たりの供給単価（143.74円）と給水原価（408.64円）

の差損は264.9円（前年度は差損230.26円）となっている。

　経営成績では、当年度純利益は91,937,552円（前年度は79,998,795円）を計上し、前年度より11,938,757

円（14.92％）増加している。その結果として、営業収支比率は減少（対前年度比12.0ポイント）、経常収支

比率は増加（対前年度比1.4ポイント）しており、収益率は上昇している。

　上水道料金にかかる未収金は31,806,720円で、前年度と比較すると5,035,243円（13.67％）減少している。

そのうち現年度分は、その大半が年度末（３月）調定による未収金であるが、過年度分滞納額は、逐年累

増で12,643,250円 （前年度より100,477円、0.8％増）となり、今年度における過年度分滞納額は増加となっ

ている。簡易水道料金にかかる未収金は1,131,830円で、前年度と比較すると103,690円（8.39％）減少して

いる。そのうち現年度分は、上水道同様に年度末（３月）調定による未収金であるが、過年度分滞納額は

459,840円（前年度より54,630円、13.48％増）となり、今年度における過年度分滞納額は増加となっている。

今後は、財源確保及び負担の公平性の観点から、より一層徴収体勢を強化し、更なる料金未納の発生抑止

及び早期回収による累積防止に尽くされたい。

　事業の成果を基に経営成績及び財政状況を見たところ、総合的に黒字経営で健全な経営が維持されてい

ると認められた。

　当年度は、新型コロナウィルス感染症対策臨時交付金事業により水道料金の一部免除を実施したことに

より、市民に水道事業について理解を得られる機会となったが、近年の物価高騰による動力費の増加や管

路の耐震化対策など、今後ますます事業費の増加が見込まれる。

　このような状況を踏まえ、令和２年度に策定した中長期的な経営基本計画である「伊予市水道事業経営

戦略」に基づき、「基幹管路耐震化事業」を計画的に進め、老朽管の更新事業を推進することで、有収率

の向上を図るとともに、経営効率化や収入確保対策に努め、災害時などの緊急事態にも迅速に対応できる

体制づくりを進めるなど、より一層計画的かつ合理的な経営推進に向けて努力されたい。

　また、広域連携については、施設の共同設置及び共同利用並びに事務の広域的処理などについて、検討

を行っているが、様々な課題があり広域化には至っていない。しかしながら、将来のリスクヘッジのため、
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引き続き検討を進めることが望ましいと思われる。

　今後も、事業運営において厳しい状況であると推察するが、市民の日常生活に直結するライフラインで

あることを認識し、「安全・安心な水の供給」、「災害に強い水道の構築」、「事業運営基盤の強化」を進

め、事業やサービスの安定した提供を継続できるよう、計画的な経営に取り組み、安全で安心な水を安定

して供給するという水道事業の使命を果たすべく事業運営を進められるよう望むものである。
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